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〔要　　　旨〕

１　1970年代後半から拡大してきた統計上の農家戸数と農協の正組合員戸数の乖離は，
2000年には145万戸にまで広がった。両者の乖離の背景としては，農家の定義と農協の正
組合員資格要件の違いが挙げられ，また両者の乖離が拡大してきた背景としては，①農家
の定義及び合併等による農協の正組合員資格の変化や，②高齢化・後継者難等による農家
の経営規模の縮小が挙げられる。

２　農家の定義よりも小規模ではあるが農地を保有する土地持ち非農家戸数の推移をみる
と，農家戸数と正組合員戸数の格差が拡大してきた80年代後半以降大きく増加しており，
正組合員世帯のうち農家定義にあてはまらない小規模な農地所有世帯が増加してきたこと
が示唆される。

３　土地持ち非農家や自給的農家など，正組合員世帯に占める小規模な農地所有世帯の増加
は，その意識やニーズがそれ以外の農地所有世帯とは異なるため，農協組織・農協事業に
も大きな影響が生じてくる可能性がある。農中総研が実施した地域住民アンケートによれ
ば，自給的農家，土地持ち非農家は，農産物販売に関する農協へのニーズは低いものの，
金融共済事業や高齢者福祉等の生活関連事業，さらに農地の維持・管理の役割等について
は農協へのニーズが高く，正組合員のなかでのニーズの分化がうかがえた。

４　また自給的農家や土地持ち非農家などの小規模な農地所有世帯は，その農地利用の特性
から，それら世帯の農地の保有規模以上に，地域の農業生産基盤への影響が大きくなる可
能性もある。農家及び土地持ち非農家戸数の将来予測によれば，小規模な農地所有世帯の
戸数ベースでのウェイトは今後も上昇し，その一方大規模な経営体への農地集積には限界
があるため，農地の減少と耕作放棄地の拡大がさらに進むという結果になった。

５　農協系統としては，小規模な農地所有世帯から放出される農地を農地として維持する役
割，すなわち担い手農家，農業事業体，集落営農組織等へ集積するための調整・斡旋やそ
のための受け皿組織の育成等の役割を果たしていく必要性が高まっていこう。また小規模
な農地所有世帯の集落営農等での役割を考慮すると，放出される農地への対応とともに，
多様化する農協へのニーズにも農協系統としてできるだけ対応していく必要があろう。

農家構造の変化と

農協の組織基盤への影響
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近年，農家戸数と農協の正組合員戸数の

乖離が取り上げられることが多くなってい

る。
（注１）

これは，農林水産省の『世界農林業

センサス』『農業センサス』等で把握され

る統計上の農家戸数と，総合農協における

正組合員戸数の開きを指す場合が多い。
（注２）

農家戸数と正組合員戸数の乖離は，農協

の組織基盤の変化のみならず，日本の農業

生産構造の大きな変化を示しているとみら

れ，地域農業の維持という面で，大きな影

響をもたらす可能性もある。

そこで，本稿では，この統計上の農家戸

数と農協の正組合員戸数の乖離について，

その要因を検証するとともに，その背景に

ある農家構造の変化が，①農協の組織・事

業に与える影響と，②日本の農業生産構造

に与える影響について，考えてみたい。

（注１）2002年12月総合規制改革会議答申「平成12
年現在の正組合員戸数は農業センサスにおける
農家戸数を145万戸も上回っており，真に組合員
資格を有する者のみが組合員となっているかど
うか疑問がある。」。2003年４月18日朝日新聞
「正組合員（原則として農業者に限定）は統計上
の農家戸数を140万戸も上回っている。」等

（注２）この農家戸数と農協の正組合員戸数の乖離
については，本誌2002年２月号の拙稿「農家以
外の農地所有世帯にみる日本農業の構造変化」
でも，一部取り上げているが，今回は，アンケ
ート調査等により，より詳細な分析を行ったも
のである。
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（１） 長期的にみた農家戸数と

正組合員戸数の推移

まず，農家戸数と農協の正組合員戸数の

長期的な推移をみると，1970年時点で両者

は，正組合員戸数530.4万戸，農家戸数

540.2万戸とほぼ拮抗していた。しかし75

年に正組合員戸数が農家戸数を30万戸上回

って以降両者は乖離したままで，その差も

80年には42.7万戸，90年には102.4万戸，00

年には145.4万戸まで拡大している（第１

図）。なお第１図では，85年以前の農家戸

数を農家戸数旧定義としているが，これは

後述の通り，85年以前の農家の経営耕地面

積の下限が東日本で10ａ以上，西日本で５ａ

以上（現在は全国一律10ａ以上）と，東日本

と西日本で異なっていたためである。

（２） 地域別にみた農家戸数に対する

正組合員戸数の比率変化

次に，第２図は，農家戸数に対する正組

合員戸数の比率（正組合員戸数／農家戸数）

を，地域別にみたものである。全国の同比

率は，80年が109.2，90年が126.7，00年は

146.6と上昇している。

また地域別にみて，00年時点での正組合

員戸数／農家戸数が最も大きい地域は南関

東の174.9，次いで，東海164.2，山陽159.5，

四国157.0が続き，逆に最も小さい地域は，

北海道103.4，次いで東北の123.6となって

いる。

（３） 正組合員戸数と農家戸数の乖離

及び乖離の拡大の背景について

ａ　正組合員戸数と農家戸数の乖離の背景

ここで正組合員戸数と農家戸数の乖離に

ついて考えると，まず両者の定義の違いが

考えられる。

農協の従来の個人正組合員の資格要件

（出資総合単協）を，農林水産省が定めた模

範定款例（02年２月以降全中により制定され
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１　農家戸数と正組合員戸数の推移



定義よりも農協の正組合員資格の方が下限

が小さく，対象が拡大するケースがかなり

あることがよみとれる。また正組合員資格

には，耕作面積だけでなく，農業従事日数

も要件としてあり，面積ではなく従事日数

により正組合員の資格要件を満たすケース

も多いであろう。

このように，農協の正組合員の資格要件

と統計上の農家定義を比較すると，全国一

律の農家定義とは異なり，農協の正組合員

資格は，地域や農業条件により，より柔軟

に設定されており，このことが，両者の乖

離の背景として挙げられる。

（注３）全中が制定した模範定款例での出資総合単
協の正組合員資格（個人）（2002年２月20日制定）
は「（1）農業を営む個人であって，その住所又
はその経営に係る土地又は施設がこの組合の地
区内にあるもの（2）１年のうち90日以上農業に
従事する個人であって，その住所又はその従事
する農業に係る土地又は施設がこの組合の地区
内にあるもの」とされ，（備考）として「１　本
条第２項第１号及び第２号の記載については，
一般的に個人農業者の概念に含まれるものを組
合員とするよう地域の実情等に照らし，具体的
に規定すること。なお，本条第２項第１号の正
組合員資格に耕作面積要件を付するときは，「○
アール以上の土地を耕作する農業を営む個人で
あって，その住所又はその経営に係る土地若し
くは施設がこの組合の地区内にあるもの」と規
定すること。」とされた。

ｂ　正組合員戸数と農家戸数の乖離の

拡大の背景

（ａ）正組合員の資格要件及び農家定義の変化

次に，正組合員戸数と農家戸数の乖離が

拡大してきた背景について考えると，まず

正組合員の資格要件と農家定義の変化が挙

げられる。正組合員の資格要件をみると，

第１表にみられるように，耕作面積で10ａ
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るようになりまた内容に一部変更あり）
（注３）

から

みると，「１ 10アール以上の土地を耕作す

る農民で，その耕作する土地又は住所がこ

の組合の地区内にあるもの　2 １年のうち

90日以上農業に従事する農民で，その住所

がこの組合の地区内にあるもの」とされ，

耕作面積もしくは農業従事日数が資格要件

を満たす農民に正組合員資格がある。つま

り，この正組合員資格を満たす農民がいる

世帯が正組合員世帯ということになる。

一方，農家の定義をみると，農林水産省

『2000年世界農林業センサス』では，「平成

12年２月１時点（沖縄県は，平成11年12月１

日）現在の経営耕地面積が10ａ以上の農業

を営む世帯及び経営耕地面積がこの規定に

達しないか全くないものでも，調査期日前

１年間における農産物販売金額が15万円以

上あった世帯（これを「例外規定農家」とい

う。）」と世帯単位の定義となっている。

正組合員の資格要件と農家の定義は近い

ようにみられるが，正組合員の資格要件で

ある耕作面積，農業従事日数については，

模範定款例によれば「地区内の実情に照ら

して一般的に農民の概念に入るものを組合

員とするよう規定すること」とされ，農協

によってその要件は異なっている。例えば，

耕作面積についてみると，農協の正組合員

資格では，耕作面積で10ａ以上とする農協

が 77.4％，５～10ａが17.4％，５ａ未満が

5.1％と，バラツキがある（農林水産省平成

12事業年度『総合農協統計表』）。一方農家の

定義は，全国で一律に10ａ以上と決められ

ているため，耕作面積については，農家の
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未満とする農協の割合は，75年19.4％から

00年には22.5％，農作業従事日数90日未満

とする農協の割合も，75年の8.2％から00

年には13.9％に上昇している。これは，地

域の農業条件の変化や合併等により資格要

件を変更し正組合員の範囲を拡大した農協

の割合が上昇してきたためとみられる。

一方，統計上の農家の定義は，80年，90

年に販売金額の下限が，90年に西日本にお

ける経営耕地面積の下限が，それぞれ引き

上げられるなど，より範囲を限定する方向

に変化している。

とくに90年に西日本における経営耕地の

下限が５ａから10ａに引き上げられたこと

は，該当都府県で小規模な農家を正組合員

とする農協の割合が高かったため，農協の

正組合員戸数と農家戸数の乖離への影響は

大きかったとみられる（第２表）。

以上のように，正組合員の資格要件につ

いてはより対象範囲を拡大した農協の割合

が上昇する方向へ，一方統計上の農家の定

義は範囲を限定する方向へ進んだため，両

者の乖離が大きくなったことが推測される。

（ｂ）農家の経営規模の縮小

次に正組合員戸数と農家戸数の乖離が拡

大してきた背景として考えられるのが，経

営規模の縮小等により農家定義にあてはま

らなくなったが正組合員資格を保有してい

る世帯の増加である。

例えば，農林水産省『世界農林業センサ

ス』『農業センサス』では農家定義にあて

はまらなくなった世帯のうち「耕地及び耕

作放棄地を合わせて５ａ以上所有している

世帯」として，いわゆる土地持ち非農家を
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５未満�割合�
（b/a）�

合計�

上記以外の道県�

農業センサス�
西日本該当都道府県�

（単位　農協数，％）�

資料　農林水産省『総合農協統計表』    



把握しているが，正組合員戸数と農家戸数

の乖離幅と土地持ち非農家の増減幅の関係

をみると，90年から00年にかけて，正組合

員戸数と農家戸数の乖離幅が拡大した都府

県で，土地持ち非農家戸数が増加している

（第３図）。

土地持ち非農家には，経営規模を縮小し

農家定義にあてはまらなくなったものの農

業は依然継続している世帯が多いとみられ

るため，農家でなくなったものの正組合員

資格を保有している世帯の多くは，この土

地持ち非農家とみられる。

なお経営規模の縮小の過程においては，

基本的には販売農家（経営耕地面積30ａ以

上又は農産物販売金額50万円以上の農家）か

ら自給的農家（経営耕地面積30ａ未満かつ農

産物販売金額50万円未満の農家）を経て，土地

持ち非農家に向かうとみられ，第４図にみ

られるように自給的農家の離農（95年の自

給的農家のうち00年時点で農家でなくなった

世帯）が多い都府県で，土地持ち非農家の増

加戸数も多いという関係がみられている。

上述のように正組合員戸数と農家戸数の

乖離の拡大の背景には，農家定義にあては

まらない土地持ち非農家の増加の影響が大

きいとみられる。そこで次章では，土地持

ち非農家を考慮した上で，農家戸数と正組

合員戸数の推移をみていくこととしたい。

（１） 全国推移

75年から00年までの農家戸数に土地持ち

非農家戸数を加え，正組合員戸数と比較し

たものが第５図である。なお，ここでは，

85年まで農家に区分されていた西日本の経

営耕地５～10ａの農家は土地持ち非農家に

区分した。

第５図より，農家戸数の減少に連れ，土

地持ち非農家戸数が増加しており，とくに

80年代後半に入って，土地持ち非農家戸数
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都府県別土地持ち非農家数増減数と�
「正組合員戸数－農家戸数」増減数の�
関係（２０００年－９０年）�

第3図�

資料　第１図に同じ�
（注）�図中の数式及びR二乗値は近似線のもの。�
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家戸数と正組合員戸数の比較



の水準が非常に高くなったことが読み取れ

る。また農家戸数と正組合員戸数の乖離に

ついては，農家戸数に土地持ち非農家を加

えて両者を比較した場合ほぼ埋められ，90

年代の乖離の拡大のかなりの部分は，土地

持ち非農家の増加で説明できる（90年から

00年にかけて統計上の農家戸数と正組合員戸

数の乖離は約43万戸拡大したが，その間土地

持ち非農家戸数は約32万戸増加した）。

農協の正組合員の資格要件が個々の農協

によって違い，また農家及び土地持ち非農

家の定義とも異なるため，両者の乖離の厳

密な検証は困難であるが，少なくとも正組

合員世帯のなかで，経営規模は縮小するも

のの農業を営み，正組合員資格を保有する

土地持ち非農家のウェイトが，非常に大き

くなってきたことは確かであろう。

（２） 地域別推移

次に全国の正組合員戸数／「農家戸数＋

土地持ち非農家戸数」の比率をみると，そ

の比率は108.4と，正組合員戸数／農家戸

数の146 .6から40ポイント近く縮小する。

また地域別に正組合員戸数／「農家戸数＋

土地持ち非農家戸数」の比率をみても，東

北，北関東，南九州・沖縄では，正組合員

戸数／「農家戸数＋土地持ち非農家戸数」

は，ほぼ100％となり，正組合員戸数との

乖離が極めて小さくなる（第６図）。その

一方，南関東については128.3％と依然や

や乖離幅が大きいが，これは，土地持ち非

農家にも区分されない規模の世帯（５ａ未満

の耕地もしくは耕作放棄地を所有している世

帯）が，相当数存在することも考えられる。

以上のように，農家戸数と正組合員戸数

の乖離の拡大傾向については，その変化の

多くが土地持ち非農家の増加で説明可能と

考えられる。ただし，土地持ち非農家は，

経営規模の縮小により家計の農業依存度も

縮小しているとみられ，農協との関係は，

農業依存度の高い農家とは異なっていると

考えられる。またこのことは，土地持ち非

農家へ移行するケースが多いとみられる自
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資料　第１図に同じ�
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給的農家についても同様であろう。

また土地持ち非農家及び自給的農家など

の｢小規模な農地所有世帯｣（以降，自給的

農家と土地持ち非農家を総称して｢小規模な農

地所有世帯｣とする）は，耕作放棄地率の高

さにみられるように，農地の利用形態の変

化を通じ，地域の農業生産基盤の維持に大

きな影響をもたらす可能性がある（第３表）。

そのため，農協としては，そうした小規模

な農地所有世帯を，営農指導面，経済事業面

等で，どのようにサポートしていくかが問

われることになろう。次章では，そういっ

た視点で，小規模な農地所有世帯が農協に

対して，どのような期待やニーズをもって

いるのかを農中総研が2002年に実施した地

域住民アンケートより検証していきたい。

（１） 農家区分別にみた農協への

ニーズの特徴

2002年度に農中総研が実施した地域住民

農林金融2003・7

アンケートは，3,000名（１世帯１調査票）

に配布し，1, 496名から回答を得た（回収率

49.9％）。なお02年度の調査は，米作中心の

農村部に位置する２農協管内で行われた

が，これらの地域は全国的にみると，土地

持ち非農家のウェイトが比較的小さい地域

であった。

同アンケートでは，農協の組合員世帯と

農家区分の関係をあきらかにするための設

問を設けたが，その結果によれば，正組合

員世帯（「本人が正組合員もしくは同居家族

に正組合員がいる世帯」，以下同じ）1,060世

帯のうち，154世帯15.0％が自給的農家に，

71世帯6.7％が土地持ち非農家に該当した。

第７図は，正組合員世帯における世帯主

もしくはその配偶者の年齢を，販売農家，

自給的農家，土地持ち非農家別にみたもの

である。特徴的なのは，年齢構成に占める

70歳以上及び60歳代の比率については３つ

の区分のなかで自給的農家が最も高いのに

対し，50歳代の比率については，土地持ち

非農家が最も高いことである。

これは販売農家が高齢化や後継者不足に
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第3表　所有農地面積に対する�
　　　  耕作放棄地率（２０００年）�
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耕作放棄�
地面積（ｂ）�

耕作放棄�
地率（ｂ/ａ）�

うち自給的農家�

土地持ち非農家�
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資料　農林水産省『世界農林業センサス』�
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３　農家構造の変化による農協

へのニーズに対する影響
――2002年度地域住民アンケート調査より――



より農業経営を縮小して自給的農家に移行

し，さらに，①高齢化が進むか，又は②世代

交代（第７図でいうと50歳代へ）が生じるこ

とで，経営縮小による土地持ち非農家に移

行していることを示しているとみられる。

このように自給的農家，土地持ち非農家

の増加は，正組合員世帯のなかで，経営規

模を縮小する世帯が増加していることを示

すだけではなく，高齢化のさらなる進行や

世代交代が生じていることも示している。

そしてこの変化は，農協に対するニーズの

変化も伴うことになる。

第４表は，正組合員世帯を販売農家，自

給的農家，土地持ち非農家に分けた上で，

「農協に充実して欲しいサービス」に対す

る回答をみた結果である。同表に

みられるように，正組合員世帯の

なかでも，販売農家と，自給的農

家及び土地持ち非農家では，農協

に期待する事業が明らかに異なっ

ている。

例えば販売農家では「農業生産

資材の購入」の回答比率が47.1％を

占め最もニーズが高いサービスな

のに対し，自給的農家，土地持ち

非農家では，いずれも金融サービ

スが最も高い。また自給的農家，

土地持ち非農家の「高齢者福祉」

「Ａコープ・生活用品の共同購入」

の回答比率が販売農家を上回る一

方，販売農家では回答比率が30％

を超える「営農相談」「農産物販売」

について，自給的農家，土地持ち

非農家では10％前後にとどまる。

このように自給的農家，土地持ち非農家

は，販売農家に比べ，農産物販売関連事業

のニーズは低い一方，金融・共済や生活購

買，高齢者福祉に対するニーズが高い。こ

れは，農業形態及び世帯の年齢構成の違い

により，農協の正組合員世帯のなかでも，

農協に対するニーズの多様化が進んでいる

ことを意味しよう。

（２） 農協へのニーズの数量化３類

による分析

販売農家，自給的農家，土地持ち非農家

の特徴をより明確に把握し，また准組合員

世帯と比較するために，第5表の選択肢の
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うち９項目について，数量化３類を適用し

分析を行った。
（注4）

第４表の選択肢のうち９項目について，

数量化３類を適用し，固有値・カテゴリー

スコアを求めた結果が第５表である（第３

軸までの累積寄与率は48.89％）。そして第５

表より，第１軸を縦軸に，第２軸を横軸に

とり，カテゴリースコアをプロットしたも

のが第８図である。同図では，相互に類似

性のある選択肢は互いに近いところに，類

似性のないものは遠いところに位

置することになる。

第８図をみると，縦軸である第

１軸は共同利用施設や営農相談，

農産物販売等営農事業に関する項

目がプラス方向に分布し，一方金

融・共済・生活購買・高齢者福祉

等の非営農事業に関する項目がマ

イナス方向に分布しているため，

営農・非営農事業分離軸とした。

次に，横軸である第２軸は，金融

生活事業のうち，高齢者福祉やＡコープ・

生活用品の共同購入はプラス方向に分布す

る一方，共済・金融はマイナス方向に分布

しているため，金融・生活事業分離軸とし

た。

そして，組合員資格，農家区分属性別に，

サンプルスコアの平均値をプロットしたも

のが第９図である。同図にみられるように，

販売農家においては，営農・非営農事業分

離軸がプラス（営農事業重視）に，金融・

生活事業分離軸がマイナス（金融事業重視）
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金融サービス�
共済事業�
相続・税務・資産管理等の相談業務�
Ａコープ・生活用品の共同購入�
営農相談�
農産物販売�
共同利用施設�
農業生産資材の購入�
高齢者福祉�

資料　第７図に同じ�
（注）　回答数 １，２３２。�

第5表　数量化３類による固有値，寄与率，累積寄与率�
及びカテゴリースコア�

第１軸� 第２軸� 第３軸�

固有値�

寄与率�

累積寄与率�

カ
テ
ゴ
リ
ー
ス
コ
ア�

０．５４５２０�

０．１８２００�

０．１８２００�

-０．８２５８０�
-１．０７９８０�
-０．３５７５０�
-０．５４３５０�
１．３１７７０�
１．３８６００�
１．６９７７０�
０．５３９９０�
-０．９８８７０�

０．４８３３０�

０．１６１３０�

０．３４３２０�

-０．４７４５０�
-０．７８２００�
-０．０１８８０�
３．６７５５０�
-０．１２８７０�
０．２６９８０�
-０．０８４７０�
-０．３７２６０�
２．０３６４０�

０．４３６６０�

０．１４５７０�

０．４８８９０�

-０．３２８４０�
-０．５０１６０�
１．６９９７０�
-２．７７８７０�
０．３４３１０�
-０．３０４８０�
０．０４１９０�
-０．０８２４０�
２．４６９４０�

〈第２軸（金融・生活事業分離軸）〉�

第8図　数量化３類によるカテゴリースコアの�
　　　  プロット図�

資料　第７図に同じ�

２．０�

１．５�

１．０�

０．５�

０．０�

０．５�

１．０�

１．５�

△�

△�

△�
△１．３�

〈
第
１
軸（
営
農
・
非
営
農
事
業
分
離
軸
）
〉�

△０．３�

←金融共済重視�

共同利用施設�

営農相談�

Aコープ・�
生活用品の�
共同購入�

金融サービス�

共済事業� 高齢者福祉�

生活福祉重視→�

↑
営
農
重
視�

非
営
農
重
視
↓�

０．７� １．７� ２．７� ３．７�

農産物販売�

農業生産資材�
の購入�相続・税務・資産管理等の相談業務�

�

〈第２軸（金融・生活事業分離軸）〉�

第9図　数量化3類によるサンプル平均の�
　　　　プロット図�

資料　第７図に同じ�

〈
第
１
軸（
営
農
・
非
営
農
事
業
分
離
軸
）
〉�

←金融共済重視�

０．４�
０．２�
０．０�
△０．２�
△０．４�
△０．６�
△０．８�

△０．１０�△０．１５� △０．０５�０．００�０．０５�０．１０�０．１５�０．２０�０．２５�

生活福祉重視→�

↑
営
農
重
視�

非
営
農
重
視
↓�

販売農家（正組合員世帯）�

自給的農家（正組合員世帯）�

組合員世帯�

准組合員�
世帯�

土地持ち�
非農家�

（正組合員世帯）�



になる一方，自給的農家及び土地持ち非農

家は，営農・非営農事業分離軸はマイナス

（非営農事業重視）に，金融・生活事業分離

軸では自給的農家はマイナス（金融事業重

視），土地持ち非農家はプラス（生活事業重

視）に位置する。このことは，正組合員世

帯でも，農業依存度が高い間は営農事業が

重視されるが，経営規模が縮小するに連れ，

非営農事業を重視する傾向が強くなり，さ

らに経営規模が縮小すると，生活事業を重

視する傾向が強くなることを示唆するもの

となっている。

また准組合員世帯との位置関係をみる

と，土地持ち非農家の位置は，販売農家よ

りも，むしろ准組合員世帯に近く，農業経

営規模の縮小に連れ正組合員世帯の農協へ

のニーズも，地域住民（准組合員）

と似通ってくることがうかがえ

る。
（注４）数量化３類は，複数回答データ
から回答者のタイプ分けをする際に
用いられる手法で，例えば個別の食
べ物が好きかきらいかということで
はなく，和食党か洋食党か，あるい
はあっさり派からこってり派かとい
ったくくりに集約する統計的手法で
ある。

同図にあるように，同手法では，
似た回答パターン同士が並ぶように，
選択肢，回答者を統計的に並び替え，
並び替えの度に，第８図でいえば，
選択肢④に大きなプラスの値が，選

択肢②にはマイナスの大きな値がつけられる。
また各回答者にも，各回答者が選んだ選択肢に
応じて値がつけられる。選択肢につけられる値
をカテゴリースコア，回答者につけられる値を
サンプルスコアという。そして，統計処理によ
って並べ替えられた選択肢のカテゴリースコア
を分析して，選択肢の並び替えの意味を読んで
いく。

（３） 自給的農家，土地持ち非農家が

期待する農協の営農関連事業

ところで，第４表で挙げられた農産物販

売，営農相談等の営農関連事業に関しては，

自給的農家，土地持ち非農家の農協へのニ

ーズは，販売農家を下回っていたが，それ

らの世帯においても，農協へのニーズが高

い営農関連事業が存在する。それは，農地

の維持・管理に関する事業についてである。

第６表は，「農協の販売・農業生産等事
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（単位　％）�

正組合員�
世帯�

回答者数（人）�

�

基盤整備の支援�

農作業の受委託のあっせん�

農地のあっせん�

共同利用施設の整備・運営�

農産物の有利販売の強化�

営農技術指導の充実�

農機具・生産資材の価格引下げ�

生活相談・経営相談�

中長期の地域農業計画の作成�

生産部会の充実�

消費者への農産物安全性のＰＲ活動�

消費者ニーズ等の情報伝達�

その他�

特にない�

１００．０�

７．１�

１４．５�

３．６�

６．９�

３３．０�

３０．９�

３６．１�

７．３�

３．８�

２．０�

８．２�

６．２�

１．４�

１３．１�

９８４� ７２１� １３６� ５８�

１００．０�

６．９�

１４．０�

３．２�

７．４�

３９．０�

３５．０�

３９．９�

７．８�

４．０�

２．５�

６．４�

４．４�

１．０�

７．９�

１００．０�

６．６�

１７．６�

５．１�

８．８�

１８．４�

１８．４�

３１．６�

８．１�

２．９�

-�

１２．５�

１１．８�

３．７�

１９．１�

１００．０�

１０．３�

１７．２�

１．７�

-�

１３．８�

２０．７�

１７．２�

６．９�

１．７�

３．４�

１５．５�

８．６�

-�

３６．２�

うち�
販売農家に�
該当する�
世帯�

　�
自給的農家�

　�
土地持ち�
非農家�

資料　第７図に同じ�

第6表　農協の販売・農業生産等事業の強化希望�

順位� 順位� 順位� 順位�

①�

②�

③�

④�

⑤�

①�

②�

②�

④�

⑤�

①�

②�

②�

④�

⑤�

①�

②�

③�

④�

⑤�

回答者による選択肢の選択例�

選択肢�

並
べ
替
え�

表Ａ�
① ② ③ ④ �
○ 　 ○ 　 �
○ 　 　 ○ �
○ 　 ○ ○ �
　 ○ ○ 　 �
　 　 ○ 　 �

回
答
者�

ａ
ｂ
ｃ
ｄ
ｅ�

選択肢�
表Ｂ�

④ ① ③ ② �
○ ○ 　 　 �
○ ○ ○ 　 �
　 ○ ○ 　 �
　 　 ○ 　 �
　 　 ○ ○ �

回
答
者�

ｂ
ｃ
ａ
ｅ
ｄ�



業の強化希望」を質問した結果である。

「農産物の有利販売の強化」「営農技術指導

の充実」といった選択肢については，自給

的農家，土地持ち非農家の回答比率は，販

売農家を大きく下回るが，その一方で「農

作業の受委託のあっせん」では，販売農家

の14.0％に対し，自給的農家17.6％，土地

持ち非農家17.2％といずれも上回ってい

る。経営規模の縮小に伴って，農産物販売

に直接関係する農協へのニーズは小さくな

るものの，農地の維持・管理に関する農協

へのニーズは逆に高まることが，この回答

からはうかがえる。

このように，正組合員世帯のなかでも，

自給的農家，土地持ち非農家など小規模な

農地所有世帯の農協へのニーズは，販売農

家とは大きく異なっている。

次章でみる

ようにそれら

世帯が今後も

増加していく

ことは確実で

あり，今回の

アンケートで

示されたよう

な高齢者福祉

や 農 地 の 維

持・管理，ま

た金融・共済

事業を含めた

農協に対する

多様なニーズ

をできるだけ

取り込んでいくことが，今後の農協にとっ

て，重要な課題となってこよう。

ところで小規模な農地所有世帯の増加

は，本章でみたような農協へのニーズの多

様化にとどまらず，上述の農地の利用形態

の変化を通じ，それら世帯の農地の保有規

模以上に，地域の農業生産基盤への影響が

大きくなる可能性がある。

次章では，その点を，農家戸数，経営耕

地面積の将来試算から検証してみたい。

（１） 農家及び土地持ち非農家戸数の

将来予測

2000年『世界農林業センサス』の『農業
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全国�

北海道�
都府県�

東北�
北関東�
南関東�
東山�
東海�
北陸�
近畿�
山陰�
山陽�
四国�
北九州�
南九州・沖縄�

３，１２０�

７０�
３，０５０�

５０７�
２７１�
２２３�
１７９�
３３３�
２３９�
３０８�
８７�
２２８�
１８９�
３０５�
１８１�

７８３�

７�
７７６�

８１�
５５�
５５�
６２�
１０８�
４４�
１００�
２２�
７４�
５４�
６７�
５４�

２，５６８�

５３�
２，５１５�

４２４�
２２４�
１７９�
１４８�
２８０�
１９１�
２５７�
７２�
１８３�
１５８�
２５３�
１４６�

７０８�

６�
７０２�

７４�
５２�
５０�
５６�
９９�
３９�
８８�
２１�
６４�
５０�
６２�
４６�

１，８１４�

３４�
１，７８０�

３０６�
１５６�
１２０�
１０３�
２０５�
１２８�
１８７�
４９�
１２２�
１１５�
１８２�
１０７�

５５２�

４�
５４８�

５８�
４１�
３８�
４４�
８０�
２９�
６８�
１７�
４８�
４０�
５０�
３６�

△ ４１．９�

△ ５１．３�
△ ４１．７�

△ ３９．７�
△ ４２．６�
△ ４６．２�
△ ４２．６�
△ ３８．４�
△ ４６．２�
△ ３９．１�
△ ４３．６�
△ ４６．５�
△ ３９．４�
△ ４０．３�
△ ４１．０�

△ ２９．５�

△ ４２．７�
△ ２９．４�

△ ２９．１�
△ ２５．５�
△ ３１．０�
△ ２９．５�
△ ２５．２�
△ ３５．０�
△ ３１．６�
△ ２４．６�
△ ３５．８�
△ ２５．７�
△ ２６．１�
△ ３２．８�

２５．１�

１０．４�
２５．４�

１６．１�
２０．２�
２４．７�
３４．６�
３２．２�
１８．４�
３２．４�
２５．３�
３２．４�
２８．７�
２２．１�
２９．７�

３０．４�

１２．２�
３０．８�

１８．９�
２６．２�
３１．７�
４２．５�
３９．２�
２２．３�
３６．４�
３３．８�
３８．９�
３５．２�
２７．４�
３３．９�

５．３�

１．８�
５．３�

２．８�
６．０�
７．０�
７．９�
７．０�
３．９�
４．０�
８．５�
６．４�
６．５�
５．３�
４．２�

第7表　地域別にみた農家戸数の将来予測�

２０００年�
うち�
自給的�
農家�

うち�
自給的�
農家�

うち�
自給的�
農家�

うち�
自給的�
農家�

（a）� （b）� （b/a）�

１０� ３０�

００�
（c）�

３０�
（d）�

増減�
（d－c）�

（単位　千戸，％，ポイント）�

増減率� 自給的農家割合�

資料　第３表に同じ�
（注）　９５年時点の階層別（都府県では例外規定，０．５ｈａ未満，０．５～１．０ｈａ，…１０．０～１５．０ｈａ，１５．０ｈａ以

上，自給的農家の１４区分）の各々の農家戸数が，２０００年時点で１４区分のどの階層に異動したかの
割合を計算し，その数字を２０００年の階層別農家戸数に乗じて２００５年の階層別農家戸数を計算，以
降同様に５年ごとに計算し，２０３０年までの階層別農家戸数を試算した。なお新設農家戸数は２０００
年度で固定した。�

�

４　農家構造の変化による

農業生産基盤への影響



構造動態統計報告書』を利用し，農家戸数

の推移を2030年まで予測したものが第７表

である。

この試算では，農家戸数は，00年の312

万戸から，30年には181万４千戸に減少す

るという結果となった。また自給的農家に

ついては，戸数そのものは減少するが，全

農家に占める割合は00年の25.1％から30年

には30.4％にまで高まることになる。

地域別にみると，農家の減少率はいずれ

の地域でも30％を超えており，最も大きい

地域は，北海道で，以下山陽，南関東，北

陸が続く。一方自給的農家戸数の減少率は，

農家の減少率をいずれの地域でも下回って

いる。そのため，すべての地域で自給的農

家が全農家に占める割合も上昇している

が，上昇幅が最も大きい地域は山陰で，以

下東山，南関東，東海が続いている。

次に，上述の

農家戸数の予測

値を利用して，

将来の土地持ち

非農家戸数を予

測したものが第

８表である。試

算では，土地持

ち非農家は，00

年の109万７千戸

から 3 0年には，

171万７千戸まで

増加するという

結果となった。

また土地持ち非

農家が農地所有世帯「農家戸数＋土地持ち

非農家戸数」に占める割合も，00年の

26.0％から30年には48.7％にまで高まるこ

とになる。

地域別にみると，北海道を除きすべての

地域で土地持ち非農家は増加することにな

るが，増加率が最も大きい地域は東北で，

以下東山，山陰が続いている。また土地持

ち非農家の農地所有世帯に占める割合が最

も高い地域は北陸で，以下南関東，東海が

続くという結果となった。

このように，試算の結果からは，自給的

農家の農家全体に占める割合が上昇すると

ともに，土地持ち非農家は実数そのものが

大幅に増加することから，それらの小規模

な農地所有世帯が農地所有世帯全体に占め

る割合は，00年の44 . 6％から30年には

64.3％へと大きく上昇するという結果とな
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土地持ち非農家戸数�

２０００年�
（a）�

１０� ３０�
（b）�

増減率�
（b/a）�

００�
（c）�

３０�
（d）�

増減�
（d－c）�

００�
（e）�

３０�
（f）�

増減�
（f－e）

土地持ち非農家／（農�
家＋土地持ち非農家）�

（土地持ち非農家＋自給的農家）／�
（農家＋土地持ち非農家）�

第8表　地域別土地持ち非農家戸数の将来予測�

（単位　千戸，％，ポイント）

資料　農林水産省『世界農林業センサス』『農業センサス』�
（注）　都道府県別の農家戸数と土地持ち非農家戸数合計値の９５年から２０００年の変化率を，２０００年

以降に適用して２００５年以降の合計値を予測し，その数字から上記の農家戸数予測値を引いた
ものを予測値とした。�

�

１，０９７�

１４�
１，０８４�

１２６�
８７�
８１�
５２�
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１００�
１００�
２７�
８４�
６６�
１４２�
８４�

１，４０２�

１１�
１，３９１�
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９５�
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３�
１，７１７�

２３４�
１４６�
１４０�
９５�
２３１�
１５８�
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９２�

５６．７�

△７８．６�
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１９．８�
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った（第８表）。

では，こうした農家及び土地持ち非農家

戸数の変化は，生産基盤である農地の動向

には，どう影響するのだろうか。

（２） 農家及び土地持ち非農家の

経営耕地面積の将来予測

上述の農家戸数及び土地持ち非農家戸数

将来予測値と2000年時点の１戸当たり経営

耕地面積より，将来の農地所有世帯の経営

耕地面積を試算したものが，第９表であ

る。

試算によれば，経営耕地面積は，00年の

391万１千hａから30年には281万６千hａへ

と，約110万hａ，28.0％の減少となった。

また地域別にみると，山陰，山陽，四国，

東山といった地域で減少率が大きく，これ

らの地域では00年に比べ40％を超える減少

となった。

一方，都府県における５hａ以上層の将

来予測値をみると，５hａ以上の大規模層

の経営耕地は35万haから56万２千haへ増加

し，集積率も，00年の12.0％から30年には

27.9％へと大幅に上昇する。ただし地域別

には大きな格差がみられ，最も高い東北の

39.1％と最も低い四国5.6％では，30ポイン

トを超える差が生じた。

このように，農家及び土地持ち非農家戸

数の変化から経営耕地面積を予測すると，

５ha以上の大規模層への集積は進む一方

で，経営耕地面積そのものは大きく減少す

るという結果となった。また，大規模層へ

の集積には，地域により大きな偏りがみら

れ，中・四国，東山といった地域では，大

規模層への集積が他地域に比べあまり進ま

ず，経営耕地の減少率も大きくなるという

傾向がみられ

た。

そして，大規

模層へ集積され

ず減少する経営

耕地の多くは，

次にみるように

耕作放棄地とな

る可能性が高い

とみられる。
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経営耕地面積�
（ａ）�

経営耕地�
増減率�
（対２０００�
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５ｈａ以上層経営耕地面�
積（北海道は５０ｈａ以上）�
　　　　 （b）�

　�
５ｈａ以上層経営耕地集積�
率（北海道は５０ｈａ以上）�
　　　　 （b/a）�

第9表　地域別経営耕地面積の将来予測�

（単位　千ｈａ，％）�

資料　第３表に同じ�
（注）　農家の規模別戸数及び土地持ち非農家戸数の将来予測値に，２０００年時点での１戸当たり経

営耕地面積を乗じて試算。�
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（３） 農家及び土地持ち非農家の

耕作放棄地面積の将来予測

今回の農家及び土地持ち非農家戸数の将

来試算を利用して，耕作放棄地面積を予測

した結果が第10表である。

農家及び土地持ち非農家戸数の予測値に

2000年の１戸当たり耕作放棄地面積を掛け

て，それら世帯が所有するとみられる耕作

放棄地面積を予測すると，00年時点の34万

２千haが30年には32万５千haへわずかに

減少する。しかし，これらのほかに，農家

及び土地持ち非農家が放出した農地のうち

耕作放棄地となる部分があるとみられ，そ

れら世帯の所有農地の減少面積から農地改

廃面積を控除し，耕作放棄が予想される面

積を試算した。

その結果，農家及び土地持ち非農家が所

有する分と放出分を合計した総耕作放棄地

面積は，30年に78万３千hａまで増加が予

想されるという結果となった。

このように，現状の傾向のまま農家の構

造変化が続いた場合，大規模層への経営耕

地の集積は進むものの，農地所有世帯から

放出される農地の受け手としては，それら

農家だけでは不十分で，耕作放棄地の大幅

な増加も予想されることになる。

（４） 農家以外の農業事業体を考慮した

経営耕地面積の将来予測

上述のように農家及び土地持ち非農家戸

数の将来予測からは，

経営耕地の減少，耕作

放棄地の大幅な拡大が

予想される結果となっ

た。しかしその一方で，

農業生産法人等の経営

体（センサスでいう「農

家以外の農業事業体」）

のウェイトは高まって

いることが予想され，

上記の影響をどの程度

吸収できるのかが論点

になるとみられる。

そこで，ラフな試算

ではあるが90年から00

年にかけての農家以外

の農業事業体における

経営耕地，借入耕地等
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第10表　地域別耕作放棄地面積の将来予測�
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資料　農林水産省『世界農林業センサス』『農業センサス』『耕地及び作付面積統計』�
（注）　１　農家及び土地持ち非農家が所有する耕作放棄地は，農家及び土地持ち非農家戸

数の将来予測値に，２０００年時点の１戸当たり耕作放棄地面積を乗じて試算した。�
２　放出される農地のうち耕作放棄が予想される面積は，２０００年と比較した所有
農地減少面積から，予想される農地改廃面積を控除し試算した（農林水産省『耕地
及び作付面積統計』の９５年～９９年のネット農地改廃累積面積（耕作放棄地を除く）を５
年分の改廃面積とした）。�

３　なお所有農地は，農家及び土地持ち非農家戸数の将来予測値から経営耕地，
借入耕地，貸付耕地，耕作放棄地を求め試算した（経営耕地－借入耕地＋貸付耕地
＋耕作放棄地）。�
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このように，地域によって格差が非常に

大きい背景には，地域によりほ場整備の状

況や農地の転用圧力等の農業条件の違いが

大きいことが挙げられる。例えば，中・四

国は，中山間地域等の農業条件不利地域が

多く，南関東では，宅地等への転用圧力が

高いといった理由により，農家以外の農業

事業体への大規模な農地の集積は難しいと

みられる。

以上のように，本章では，今後予想され

る農家及び土地持ち非農家戸数の変化と，

その結果予想される農地の利用状況の変化

について検証した。

そこから現状の傾向のまま推移した場合

には，今後，①農家戸数が減少する一方で，

自給的農家の減少は小幅にとどまりかつ土

地持ち非農家戸数そのものは増加するた

め，小規模な農

地所有世帯「自

給的農家＋土地

持ち非農家」の

戸数ベースでの

ウェイトがさら

に高まることが

予想され（農地

所有世帯に占める

割合00年44.6％→

30年64 . 3％へ），

また②大規模農

家（都府県5ha以

上，北海道50ha以

上）や農家以外
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の変化を10年以降に延長し，上述の農地所

有世帯の経営耕地面積の予測値と比較した

ものが，第11表である。

同表でみられるように過去の傾向が今後

も続けば，農家以外の農業事業体の経営耕

地面積は00年の23万３千hａから30年には

46万３千hａと大きく増加し，また農地所

有世帯と合わせた経営耕地面積に対する比

率も，00年の5.6％から，30年には14.1％に

まで上昇するという結果になった。

その一方で，30年の農家以外の農業事業

体の経営耕地増加面積を，農地所有世帯の

経営耕地減少面積と比較すると，そのカバ

ーされる割合は21.1％にとどまった。また

地域別の格差が非常に大きく，北陸ではほ

ぼ100％がカバーされる一方で，山陽，四

国，南関東では，４～５％台にとどまると

いう結果となった。
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の農業事業体などの大規模経営層への経営

耕地の集積は進むが（第10図参照，経営耕

地00年86万１千ha→30年155万４千ha），放出

される農地の受け手としては十分でないと

予想される（同図，経営耕地合計面積00年

414.4万ha→30年327.9万ha）という結果とな

った。

このように，現状の傾向のまま小規模な

農地所有世帯の増加が続けば，「多数の農

地の出し手」と「少数の農地の受け手」が，

地域に存在することが想定される。しかし，

上述のように地域の農業条件によっては，

対応できる農地の受け手が存在せず，経営

耕地の減少や耕作放棄地の拡大といった農

業生産基盤の脆弱化が急速に進む可能性が

高いとみられる。その場合，それら「多数

の農地の出し手」の農地は，耕作放棄地や

改廃等により農業生産からは切り離される

ことになり，「出し手」の農業への関心も

低下させ，地域農業の維持を困難にする可

能性が高いであろう。とくに今回の試算で，

大規模層への集積が進まないまま経営耕地

の減少が大きくなるという結果となった

中・四国，東山といった地域ではその傾向

が強まることも予想される。

こうした農地の受け手と出し手のギャッ

プを埋め，地域の農業生産基盤を維持して

いくためには，農家，土地持ち非農家，農

家以外の農業事業体といった農地所有主体

だけではなく，集落営農組織や農業サービ

ス事業体を含めた地域の多様な農業を営む

主体を担い手と位置付け，農業生産基盤の

維持に取り組んでいく必要があると考えら

れる。

とくに農協はそういった地域の多様な担

い手の調整を担える組織とみられることか

ら，小規模な農地所有世帯から放出される

農地を農地として維持する役割（担い手農

家，農業事業体，集落営農組織等へ集積する

ための調整・斡旋やそのための受け皿組織の

育成等）を果たしていく必要がある。具体

的には，02年２月の拙稿で指摘したように，

①農地保有合理化事業等を通じての農地流

動化や農作業受委託，貸借等の仲介機能の

強化，②農協出資の農業生産法人の設立等

自身あるいは協同会社の活用を通じての農

地保全事業への取組みを早急に進める必要

があろう。

一方，小規模な農地保有世帯とはいえ，

集落営農等において，それら世帯が地域の

農業生産に果たす役割は大きいとみられ

る。そのため，それら世帯が農業・農協と

の関係を維持していけるよう，農協は，放

出される農地への対応とともに，多様化す

る農協へのニーズにもできるだけ対応して
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織基盤を維持するとともに，集落営農組織

や農業サービス事業体を含めた地域の多様

な担い手とともに，農地を面として維持し

ていくための取組みに注力していく必要が

あろう。
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いく必要があろう。

今回みたように，近年の農家戸数と正組

合員世帯数の乖離拡大の背景には，小規模

な農地所有世帯の増加という農家構造の大

きな変化がある。そして，その変化は，正

組合員世帯における農協へのニーズの多様

化等農協事業への影響にとどまらず，農地

利用の変化を通じて，地域の農業生産基盤

への影響も示唆するものであった。

とくに，地域の農業生産基盤についての

影響では，経営耕地の減少と耕作放棄地の

大幅な増加が今後予想され，その場合，農

林水産省の『食料・農村・農業計画』にあ

る｢食料自給率の低下傾向に歯止めを掛け，

その着実な向上を図っていく｣ことを困難

にする可能性もある。

最低限の食料自給率を確保し，また地域

社会と地域農業を継続的に発展させるため

には，農協系統としては，農協の既存の組
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